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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置からアクセスを受け付けることが可能な情報処理装置であって、複数の画面情
報を備える保持手段と、
　前記外部装置に対して前記複数の画面情報を送信する送信手段と、を備え、
　前記複数の画面情報は、所定のメニューを含む複数のメニューと、前記所定のメニュー
に対応し前記情報処理装置に関する情報を示す特定領域とを含み、前記複数のメニューと
前記特定領域とを並列して表示する第１画面を表示するための画面情報と、前記第１画面
に含まれる前記特定領域を含まず、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む第
２画面を表示するための画面情報と、を含み、
　前記複数の画面情報を受信した前記外部装置がタブレット系の端末である場合、前記第
１画面が前記タブレット系の端末である前記外部装置の表示部に表示され、前記複数の画
面情報を受信した前記外部装置がスマートフォン系の端末である場合、前記第２画面が前
記スマートフォン系の端末である前記外部装置の表示部に表示されることを特徴とする情
報処理装置。
【請求項２】
　前記複数の画面情報は、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記第
１画面に含まれる前記特定領域を含む第３画面を表示するための画面情報をさらに含み、
　前記第２画面に表示される前記複数のメニューのうち前記所定のメニューが選択された
場合、前記スマートフォン系の端末である前記外部装置の表示部に表示された前記第２画
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面が、前記第３画面に切り替わることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記外部装置が前記タブレット系の端末であるか前記スマートフォン系の端末であるか
は、ブラウザに設定されているユーザーエージェントによって区別されることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１画面には、データの再ロードを行うためのリロードオブジェクトが含まれ、前
記第２画面には前記リロードオブジェクトが含まれないことを特徴とする請求項１～３の
いずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記複数の画面情報には、前記第２画面より階層が下の画面を表示するための画面情報
が含まれ、
　前記第２画面に表示される前記複数のメニューが選択された場合、前記スマートフォン
系の端末の表示部に表示される画面が、前記第２画面から、前記第２画面と階層が異なる
画面に切り替わり、
　前記第２画面を介して表示され、且つ前記第２画面と階層が所定数以上異なる画面に、
データの再ロードを行うためのリロードオブジェクトが含まれ、前記第２画面を介して表
示され、且つ前記第２画面と階層が所定数以上異ならない画面に、前記リロードオブジェ
クトが含まれないことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記特定領域には、前記情報処理装置の名前と、前記情報処理装置のロケーションに関
する情報が含まれることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の情報処理装置
。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、前記外部装置からの要求に応じて前記複数の画面情報を前記外部
装置に送信することを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報処理装置は、画像を印刷する印刷部をさらに有することを特徴とする請求項１
～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記情報処理装置は、画像を読み取る読取部をさらに有することを特徴とする請求項１
～８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　第１の装置と、前記第１の装置からアクセスを受け付けることが可能な第２の装置とを
含むシステムであって、
　前記第２の装置は、複数の画面情報を備える保持手段と、
　前記第１の装置に対して画面情報を送信する送信手段と、を備え、前記複数の画面情報
は、所定のメニューを含む複数のメニューと、前記所定のメニューに対応し前記情報処理
装置に関する情報を示す特定領域とを含み、前記複数のメニューと前記特定領域とを並列
して表示する第１画面を表示するための画面情報と、前記第１画面に含まれる前記特定領
域を含まず、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む第２画面を表示するため
の画面情報と、を含み、
　前記第１の装置は、
　前記第２の装置の送信手段から送信された前記複数の画面情報から選択された当該第１
の装置の種類に応じた画面情報に基づいた画面を前記第１の装置の表示部に表示する表示
手段を備え、前記複数の画面情報を受信した前記第１の装置がタブレット系の端末である
場合、前記第１画面が前記表示部に表示され、前記複数の画面情報を受信した前記第１の
装置がスマートフォン系の端末である場合、前記第２画面が前記表示部に表示されること
を特徴とするシステム。
【請求項１１】
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　前記複数の画面情報は、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記第
１画面に含まれる前記特定領域を含む第３画面を表示するための画面情報をさらに含み、
前記第２画面に表示される前記複数のメニューのうち前記所定のメニューが選択された場
合、前記表示部に表示された前記第２画面が、前記第３画面に切り替わることを特徴とす
る請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の画面は、データを再ロードするためのリロード操作を受け付け可能な画面で
あることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第２の装置は、画像を印刷する印刷部をさらに有することを特徴とする請求項１０
～１２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第２の装置は、画像を読み取る読取部をさらに有することを特徴とする請求項１０
～１３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　第１の装置と、当該第１の装置からアクセスを受け付けることが可能な第２の装置とを
含むシステムにおける情報処理方法であって、
　前記第２の装置が、複数の画面情報を前記第１の装置に送信する第１送信工程と、
　前記第１の装置が、前記第１送信工程において送信された前記複数の画面情報から選択
された前記第１の装置の種類に応じた画面情報に基づく画面を前記第１の装置の表示部段
に表示する表示工程と、
を備え、
　前記複数の画面情報は、所定のメニューを含む複数のメニューと、前記所定のメニュー
に対応し前記第１の装置に関する情報を示す特定領域とを含み、前記複数のメニューと前
記特定領域とを並列して表示する第１画面を表示するための画面情報と、前記第１画面に
含まれる前記特定領域を含まず、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む第２
画面を表示するための画面情報と、を含み、
　前記複数の画面情報を受信した前記第１の装置がタブレット系の端末である場合、前記
第１画面が前記表示部に表示され、前記複数の画面情報を受信した前記第１の装置がスマ
ートフォン系の端末である場合、前記第２画面が前記表示部に表示されることを特徴とす
る情報処理方法。
【請求項１６】
　前記複数の画面情報は、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記第
１画面に含まれる前記特定領域を含む第３画面を表示するための画面情報をさらに含み、
前記第２画面に表示される前記複数のメニューのうち前記所定のメニューが選択された場
合、前記表示部に表示された前記第２画面が、前記第３画面に切り替わることを特徴とす
る請求項１５に記載の情報処理方法。
【請求項１７】
　前記第１の画面は、データを再ロードするためのリロード操作を受け付け可能な画面で
あることを特徴とする請求項１５又は１６に記載の情報処理方法。
【請求項１８】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを機能
させるプログラム。
【請求項１９】
　情報処理方法であって、
　タブレット系の端末である外部装置に所定の操作が行われた場合、所定のメニューを含
む複数のメニューと、前記所定のメニューに対応し情報処理装置に関する情報を示す特定
領域とを含み、前記複数のメニューと前記特定領域とを並列して表示する第１画面を、前
記所定の操作に対応する画面として前記タブレット系の端末である外部装置の表示部に表
示させ、
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　スマートフォン系の端末である外部装置に前記所定の操作が行われた場合、前記第１画
面に含まれる前記特定領域を含まず、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む
第２画面を、前記所定の操作に対応する画面として前記スマートフォン系の端末である外
部装置の表示部に表示させ、
　前記第２画面に含まれる複数のメニューに含まれる特定のメニューが操作された場合、
印刷を実行させるための領域を、前記スマートフォン系の端末である外部装置の表示部に
表示させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項２０】
　前記第２画面に含まれる前記複数のメニューのうち前記所定のメニューが選択された場
合、前記スマートフォン系の端末である外部装置の表示部に表示される画面が、前記第２
画面から、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記第１画面に含まれ
る前記特定領域を含む第３画面に切り替わることを特徴とする請求項１９に記載の情報処
理方法。
【請求項２１】
　前記第１画面に含まれる前記特定領域には、前記情報処理装置の名前と、前記情報処理
装置のロケーションに関する情報が含まれることを特徴とする請求項１９又は請求項２０
に記載の情報処理方法。
【請求項２２】
　前記タブレット系の装置である端末装置に対して前記所定の操作が行われ、且つ前記端
末装置がタブレット系の装置であるかスマートフォン系の装置であるかを判定するための
判定処理の判定結果により、前記端末装置が前記タブレット系の装置であることが示され
る場合、前記タブレット系の装置である端末装置の表示部に、前記所定の操作に対応する
画面として前記第１画面を表示させ、
　前記スマートフォン系の装置である端末装置に対して前記所定の操作が行われ、且つ前
記判定処理の判定結果により、前記端末装置が前記スマートフォン系の装置であることが
示される場合、前記前記スマートフォン系の装置である端末装置の表示部に、前記所定の
操作に対応する画面として前記第２画面を表示させることを特徴とする請求項１９乃至請
求項２１のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２３】
　前記複数のメニューは、ユーティリティに関するメニューを含むことを特徴とする請求
項１９乃至請求項２２のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２４】
　前記第１の画面は、データを再ロードするためのリロード操作を受け付け可能な画面で
あることを特徴とする請求項１９乃至請求項２３のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２５】
　前記第２画面に含まれる前記複数のメニューのうち前記所定のメニューが選択された場
合、前記スマートフォン系の端末である外部装置の表示部に表示される画面が、前記第２
画面から、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記第１画面に含まれ
る前記特定領域を含む第３画面に切り替わり、
　前記第２画面に含まれる前記複数のメニューのうち前記所定のメニュー以外の特定のメ
ニューが選択された場合、前記スマートフォン系の端末である外部装置の表示部に表示さ
れる画面が、前記第２画面から、前記第１画面及び前記第２画面に含まれる前記複数のメ
ニューを含まず、前記特定のメニューに対応する特定領域を含む第４画面に切り替わり、
　前記第４画面に含まれる、前記特定のメニューに対応する特定領域のうち、所定の特定
領域が選択された場合、前記表示部に表示された前記第４画面が、前記第１画面及び前記
第２画面に含まれる前記複数のメニューを含まず、前記所定の特定領域に対応する特定領
域を含む第５画面に切り替わり、
　前記第４画面は、データを再ロードするためのリロード操作を受け付けしないことを特
徴とする請求項１９乃至請求項２４のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部装置と接続可能な情報処理装置、及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プリンターなどの画像形成装置を他のコンピュータ端末やスマートフォンやタブ
レット等のモバイル端末（以下、「端末装置」とする）から制御するリモート制御技術が
知られている。画像形成装置を端末装置からリモート制御する際には、画像形成装置の操
作を行うユーザーインターフェース画面を端末装置に表示する。端末装置からリモート制
御を行う場合には、画像形成装置の操作を行うユーザーインターフェース画面を端末装置
に対して送信する。そして、そのユーザーインターフェース画面を端末装置側のブラウザ
等のアプリケーションで表示させる（特許文献１参照）。特許文献１では、デバイスを操
作するリモート操作端末装置において、デバイスからデバイス情報を取得する。そしてデ
バイスに対応したデバイステンプレートと取得したデバイス情報から、デバイスを操作す
るためのユーザーインターフェースを構築する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１１４８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、端末装置の画面サイズ（表示領域のサイズ）などを考
慮したものではなかった。したがって、端末装置によっては扱いにくい場合があった。
【０００５】
　本発明は、上述の問題点に鑑みなされたもので、端末装置の種類に応じた画面情報を端
末装置の表示部に表示させることができる情報処理装置、及び情報処理方法を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明の情報処理装置は、外部装置からアクセスを受け付けること
が可能な情報処理装置であって、複数の画面情報を備える保持手段と、前記外部装置に対
して前記複数の画面情報を送信する送信手段と、を備え、前記複数の画面情報は、所定の
メニューを含む複数のメニューと、前記所定のメニューに対応し前記情報処理装置に関す
る情報を示す特定領域とを含み、前記複数のメニューと前記特定領域とを並列して表示す
る第１画面を表示するための画面情報と、前記第１画面に含まれる前記特定領域を含まず
、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む第２画面を表示するための画面情報
と、を含み、前記複数の画面情報を受信した前記外部装置がタブレット系の端末である場
合、前記第１画面が前記タブレット系の端末である前記外部装置の表示部に表示され、前
記複数の画面情報を受信した前記外部装置がスマートフォン系の端末である場合、前記第
２画面が前記スマートフォン系の端末である前記外部装置の表示部に表示されることを特
徴とする。また、本発明の情報処理方法は、情報処理方法であって、タブレット系の端末
である外部装置に所定の操作が行われた場合、所定のメニューを含む複数のメニューと、
前記所定のメニューに対応し情報処理装置に関する情報を示す特定領域とを含み、前記複
数のメニューと前記特定領域とを並列して表示する第１画面を、前記所定の操作に対応す
る画面として前記タブレット系の端末である外部装置の表示部に表示させ、スマートフォ
ン系の端末である外部装置に前記所定の操作が行われた場合、前記第１画面に含まれる前
記特定領域を含まず、前記第１画面に含まれる前記複数のメニューを含む第２画面を、前
記所定の操作に対応する画面として前記スマートフォン系の端末である外部装置の表示部
に表示させ、前記第２画面に含まれる複数のメニューに含まれる特定のメニューが操作さ
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れた場合、印刷を実行させるための領域を、前記スマートフォン系の端末である外部装置
の表示部に表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、端末装置の種類に応じた画面情報を表示装置に表示させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１に係る情報処理システムのシステム構成の概念図である。
【図２】実施形態１に係るスマートフォン系端末用のユーザーインターフェースを示す図
である。
【図３】実施形態１に係るタブレット系端末用のユーザーインターフェースを示す図であ
る。
【図４】実施形態１に係る端末装置の表示制御処理のフローチャートである。
【図５】実施形態２に係るスマートフォン系端末用のユーザーインターフェースを示す図
である。
【図６】実施形態２に係る端末装置の表示制御処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の
実施形態は、特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また、説明されている
特徴の組み合わせの全てが解決手段に必須のものとは限らない。
【００１０】
　（実施形態１）
　図１は、実施形態１に係る情報処理システム１の構成を示すブロック図である。情報処
理システム１は、情報処理装置１０と、外部から情報処理装置１０のリモート制御を行う
ための端末装置３０を含むものであり、情報処理装置１０と端末装置３０は、有線又は無
線のネットワーク２を介して接続されている。
【００１１】
　情報処理装置１０としては、例えば、ネットワークに接続可能な複写機、プリンタ、フ
ァックスや、スキャナ機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能等の複数の機能を備えた複
合機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ装置）が挙げられ
る。本実施形態では、情報処理装置１０として、複合機を例に挙げて説明する。
【００１２】
　情報処理装置１０は、装置全体を制御するＣＰＵ１１、プログラム及びデータを記憶す
るＲＯＭ１２、画像メモリなどの一時記憶領域などからなるＲＡＭ１３を備えている。ま
た、情報処理装置１０は、ウェブサーバ１４と、通信インタフェース部１５と、操作パネ
ル１６と、画面情報送信部１７を備えている。さらに、印刷処理部１８、読取処理部１９
、ファックス処理部２０を備えている。これらは、図示しないシステムバスにより接続さ
れている。
【００１３】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３に記憶された情報に従って動作することによ
り、情報処理装置１０の全体を制御する。
【００１４】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１の制御手順、処理手順等を示すプログラムを保持しており、
ＲＡＭ１３は、情報処理装置１０の制御処理に必要な情報、作業領域等を保持している。
【００１５】
　ウェブサーバ１４は、ウェブブラウザ２４からの要求に応じて、ネットワーク２を介し
てウェブページを送信する。また、ウェブサーバ１４は、端末装置３０のウェブブラウザ
２４から、情報処理装置１０に対する処理の実行の指示要求を受信する。
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【００１６】
　操作パネル１６は、ユーザが所定の指示の入力操作を行うことができ、また、各種情報
を表示することができる。ユーザは、操作パネル１６を介して情報処理装置１０に対する
指示・設定を行う。
【００１７】
　また、通信インタフェース部１５は、情報処理装置１１０が有線又は無線のネットワー
ク２を介して端末装置３０と通信を行うことができるように構成されている。本実施形態
では、通信インタフェース部１５は、情報処理装置１０のウェブサーバ１４と端末装置３
０のウェブブラウザ２４が通信を行えるように構成されている。
【００１８】
　画面情報送信部１７は、情報処理装置１０を操作する操作画面データ等の画面情報（例
えば、ウェブページ）を、ウェブブラウザ２４からの操作画面データの要求に応じて送信
する。
【００１９】
　ここで、情報処理装置１０は、図示しないハードディスク等の記憶装置に、端末装置の
種類に応じた複数の画面情報を備えている。各画面情報は、ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、Ｊａｖａ
Ｓｃｒｉｐｔ（登録商標）等の情報処理装置１０側の設定値を備えており、いずれの画面
情報においても共通する共通部分と、画面情報毎に異なる部分とを備えている。本実施形
態では、ＣＳＳには、表示画面に表示する部品、例えば、戻るボタンやリロードボタンを
表示するか否かの情報が記述されている。なお、戻るボタンやリロードボタンを表示する
か否かの有無は、画像情報において画面情報毎に異なる部分に該当する。本実施形態では
、画像情報として、スマートフォン端末用の画面情報と、タブレット端末用の画面情報と
を備えており、それぞれ操作パネル１６と同様の指示が可能な表示内容を表示するもので
ある。タブレット端末用の画面情報は、標準画面用の画面情報であり、詳細は後述するが
、設定画面において「戻る」ボタンを表示せずに「リロード」ボタンを表示する。一方、
スマートフォン端末用の画面情報は、小画面用の画面情報であり、設定画面において「戻
る」ボタンを表示する。
【００２０】
　印刷処理部１８は、画像の記録（印刷）を行い、読取処理部１９は、画像の読み取りを
行い、ファックス処理部は、ファックス処理を行う。本実施形態の情報処理装置１０は、
読取処理部１９及び印刷処理部１８を備えることにより、画像のコピー、画像のスキャン
、画像のマルチクロップコピーの３つの機能を搭載している。
【００２１】
　端末装置３０は、ウェブブラウザ２４を備え、情報処理装置１０をネットワーク２を介
して操作可能な装置であり、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォン
等の各種機器が挙げられる。
【００２２】
　端末装置３０は、ＣＰＵ２１と、ＲＯＭ２２と、ＲＯＭ２３を備えている。さらに、ウ
ェブブラウザ２４と、通信インタフェース部２５と、操作パネル２６と、画面情報要求部
２７と、動作状況判定部２８と、を備えている。これらは図示しないシステムバスにより
接続されている。
【００２３】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２及びＲＯＭ２３に記憶された情報に従って動作することによ
り、端末装置３０の全体を制御する。
【００２４】
　ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１の制御手順、処理手順等を示すプログラムを保持しており、
ＲＯＭ２３は、端末装置３０の制御処理に必要な情報、作業領域等を保持している。
【００２５】
　通信インタフェース部２５は、端末装置３０がネットワーク２を介して情報処理装置１
０と通信を行うことができるように構成されている。
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【００２６】
　ウェブブラウザ２４は、ネットワーククライアントであり、ネットワーク２を介して、
操作画面データ等の画面情報をダウンロードして操作パネル２６に表示可能である。この
ウェブブラウザは、汎用的なものを使用可能である。本実施形態では、操作パネル２６に
画面情報を表示して、画面情報（操作画面データ）に基づくユーザ指示の内容をウェブサ
ーバ１４に送信する機能を備えている。詳細は後述するがウェブブラウザ２４は、画面情
報送信部１７から送信される複数の画面情報から、ユーザーエージェントに基づいて適切
な画面情報を選択する。
【００２７】
　通信インタフェース部２５は、ユーザが所定の指示の入力を行うことができ、また、各
種情報を表示することができる。ユーザは、操作パネル２６を介して端末装置３０に対す
る指示・設定や情報処理装置１０に対する指示・設定を行う。すなわち、詳細は後述する
が、操作パネル２６を操作することにより、ユーザは、情報処理装置１０の操作を指示・
設定することができるように構成されている。
【００２８】
　画面情報要求部２７は、情報処理装置１０の画面情報送信部１７に操作画面データの要
求を行う。
【００２９】
　操作パネル２６は、端末装置３０の表示装置であり、ユーザが所定の指示の入力操作を
行うことができ、また、各種情報を表示することができる。ユーザは、操作パネル２６を
介して情報処理装置１０に対する指示・設定を行う。なお、操作パネル２６の画面表示領
域には、画面情報送信部１７から取得した画面情報を表示する。
【００３０】
　上述したように、情報処理システム１は、ウェブサーバ１４を備える情報処理装置１０
と、ウェブブラウザ２４を備える端末装置３０とを含むものであり、端末装置３０により
情報処理装置１０を制御可能に構成されている。本実施形態では、情報処理システム１に
おいて、情報処理装置１０は、情報処理装置１０自身の操作により制御することが可能で
あり、また、端末装置３０からの操作により制御することも可能である。
【００３１】
　まず、通信インタフェース部１５と通信インタフェース部２５とがネットワークを介し
て接続されることにより、ウェブサーバ１４とウェブラウザ２４が通信を行うことができ
るようになる。そして、端末装置３０の画面情報要求部２７から画面情報の要求があると
、情報処理装置１０側の画面情報送信部１７が操作パネル１６と同様の指示が可能な表示
内容をウェブサーバ１４を介してウェブブラウザ２４に送信する。その画面情報は、端末
装置３０側の操作パネル２６に表示され、ユーザはその操作パネル２６を操作することに
よって、情報処理装置１０の遠隔操作が行うことができる。
【００３２】
　情報処理装置１０は、印刷処理部１８、スキャン処理部１９、ファックス処理部２０を
備えているが、これらの動作中はジョブ実行中のステータスがネットワーク２を介して端
末装置３０に通知される。端末装置３０では、この通知を動作状況判定部２８で解析する
ことによって、情報処理装置１０がジョブ実行中であることが分かるようになっている。
【００３３】
　また、情報処理装置１０から端末装置３０へのステータスの通知と判定、画面情報の送
信などは、例えば、端末装置３０で表示するウェブページに埋め込まれているＪａｖａＳ
ｃｒｉｐｔ（登録商標）を実行することで実現される。
【００３４】
　次に、図２～４を用いて、本実施形態に係る情報処理システム１の端末装置３０の種類
に応じた表示制御方法について説明する。図２は、本実施形態に係るスマートフォン系端
末用のユーザーインターフェース画面を示す図である。図３は、本実施形態に係るタブレ
ット系端末用のユーザーインターフェース画面である。図４は、端末装置３０のＣＰＵ２
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１が実行する処理のフローチャートである。
【００３５】
　図２に示すように、本実施形態に係るスマートフォン系端末用のユーザーインターフェ
ース画面では、まず、トップメニュー画面３１を表示する。トップメニュー画面３１には
、各種メニューと、ウェブマニュアルが表示される。各種メニューとして、例えば、ロケ
ーション設定、プリンタ情報、ユーティリティ、ファームウェアのアップデートを表示す
る。ここで、ロケーション設定メニュー３２を押下すると、ロケーション設定の設定画面
３３へと移行（遷移）する。また、ウェブマニュアルを押下すると、図示しないマニュア
ル画面へと移行（遷移）する。設定画面３３には、プリンター名及び設置場所と、ＯＫボ
タン３５と、戻るボタン３４が表示される。ＯＫボタン３５を押下と、表示されたプリン
ター名及び設置場所でロケーションが設定される。一方、戻るボタン３４を押下すると、
全てのデータがリロードされて初期設定に戻ると共にトップメニュー３１に戻る。
【００３６】
　このように、スマートフォン系の端末のように表示領域の小さい端末装置では、まずメ
ニュー画面を表示して、そのメニューで選択された設定画面に遷移する。したがって、本
実施形態では、スマートフォン端末では「戻る」ボタンでスマートフォン用のトップメニ
ュー３１に戻ることによって、全てのデータの再ロードが行われるため画面の左上に「戻
る」ボタン３４を配置する。
【００３７】
　図３に示すように、タブレット系端末用のユーザーインターフェース画面では、タブレ
ット用のトップメニュー画面４１と設定画面４３が同時に表示される。このとき、設定画
面４３には、トップメニュー画面４１で選択された設定画面を表示する。トップメニュー
画面４１には、各種メニューと、ウェブマニュアルが表示される。各種メニューとして、
例えば、ロケーション設定、プリンタ情報、ユーティリティ、ファームウェアのアップデ
ートを表示する。また、ウェブマニュアルを押下すると、図示しないマニュアル画面へと
移行する。これらの点は図２と同様である。ここで、ロケーション設定メニュー４２を押
下すると画面右側にロケーション設定画面４３を表示する。ロケーション設定画面４３に
は、プリンター名及び設置場所と、ＯＫボタン３５と、リロードボタン４４が表示される
。ＯＫボタン３５を押下すると、表示されたプリンター名及び設置場所でロケーションが
設定される。一方、リロードボタン４４を押下すると、リロードされてロケーション設定
が初期設定に戻る。このように、タブレット系端末用のユーザーインターフェースでは、
リロードボタン４４を押下することにより設定画面をリロードすることができ、トップメ
ニュー４１に切り替えてリロードさせる必要がない。
【００３８】
　図４を用いて、本実施形態の端末装置３０のＣＰＵ２１が実行する表示制御について説
明する。ここでは、ロケーション設定を行う場合を例に挙げて説明する。
【００３９】
　まず、情報処理システムを起動する（Ｓ１００）と、端末装置３０は、情報処理装置１
０を操作する際にユーザーインターフェース画面の表示に必要な画面情報をウェブサーバ
１４からロードする（Ｓ１０１）。ここでロードする画面情報としては、ＨＴＭＬ、ＣＳ
Ｓ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）等の情報処理装置１０側の設定値を含むものが挙
げられる。
【００４０】
　次に、端末装置３０は、自身がスマートフォン系の端末か、タブレット系の端末かを判
定する（Ｓ１０２）。本実施形態では、スマートフォン系の端末かタブレット系の端末の
いずれかを判定するものとしたが、これに限定されず、例えば、ＰＣを含めた３種類のい
ずれかで判別してもよく、また、単に、スマートフォン系か否かのみを判定するようにし
てもよい。本実施形態では、スマートフォン系の端末に属さないものをタブレット系の端
末であると判定する。すなわち、スマートフォン系の端末か否かのみを判定する。本実施
形態において、スマートフォン系の端末かタブレット系の端末か等の判定は、ユーザーエ
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ージェントと呼ばれる端末装置を識別する文字列の中に特定の文字列が含まれるか否かに
より判定する。なお、ユーザーエージェントは、端末装置のウェブブラウザが備えるもの
である。ユーザーエージェントに、スマートフォン系であると特定する文字列、例えば、
“ｍｏｂｉｌｅ”等の特定の文字列が含まれる場合はスマートフォン系の端末であると判
定し、スマートフォン系であると特定する文字列が含まれていない場合はタブレット系の
端末であると判定する。
【００４１】
　Ｓ１０２で、スマートフォン系の端末であると判別された場合は、スマートフォン用の
画面情報（本実施形態では、小画面用の画面情報）を選択して、スマートフォン用のトッ
プメニュー３１を表示する（Ｓ１０３）。
【００４２】
　そして、そのトップメニュー上でメニューが選択されたかを判定する（Ｓ１０５）。こ
こでは、ロケーション設定が選択されたか否かを判定する。
【００４３】
　Ｓ１０５においてロケーション設定メニュー３２が選択された場合にはロケーション設
定の設定画面３３に遷移し、ロケーション設定の設定画面を表示する（Ｓ１０７）。本実
施形態では、スマートフォン端末用の画面情報では、ロケーション設定の設定画面におい
て「戻る」ボタン３４を表示する。その後、Ｓ１０８へ進む。Ｓ１０５において他のメニ
ューが選択された場合は他の設定メニューの処理に移行する（Ｓ１０６）。　Ｓ１０８に
おいて、ユーザによる操作パネル２６に表示されたロケーション設定の設定画面３３でプ
リンター名や設置場所などの設定値の変更指示を受け付け可能な状態とし、Ｓ１１０へ進
む。このとき、設置値の変更指示を受けつけた場合は、設定画面３３に反映させる。
【００４４】
　Ｓ１１０では、「戻る」ボタン３５が押下されたか否かを判定する。「戻る」ボタン３
５が押下された場合は、Ｓ１０１へ戻り全てのデータをロードする。その後、Ｓ１０２を
経てトップメニューへ戻る（Ｓ１０３）。一方、「戻る」ボタン３５が押されていない場
合は、Ｓ１１２へ進む。
【００４５】
　Ｓ１１２では、「ＯＫ」ボタン３５が押下されたか否かを判定する。Ｓ１１２で「ＯＫ
」ボタン３５が押下されない場合は、Ｓ１１０へ戻る。Ｓ１１２で「ＯＫ」ボタン３５が
押下された場合は、設定値を元に戻さず、設定値を反映させる処理を実行する（Ｓ１１４
）。例えば、情報処理装置のロケーションを設定したり、印刷処理部１８に印刷させる等
の各種の処理を実行させる。
【００４６】
　Ｓ１０２で、タブレット系の端末であると判別された場合は、タブレット端末用の画面
情報（本実施形態では、標準の画面情報）を選択して、タブレット端末用のトップメニュ
ー４１を表示する（Ｓ１０４）。具体的には、図３に示すように、タブレット端末は表示
領域が大きいため、メニュー画面と設定画面を同時に表示して、そのメニューで選択され
た設定画面をメニューの隣に表示する。このとき、タブレット用のトップメニュー４１を
常時表示しているため、画面の右上に「リロード」ボタン４４を配置しておく。すなわち
、トップメニューを再表示することによってデータの再ロードさせるのではなく、設定画
面４３の「リロード」ボタン４４の押下により再ロードさせることができる。その後、Ｓ
１０９へ進む。
【００４７】
　Ｓ１０９では、ユーザによる操作パネル２６に表示されたロケーション設定の設定画面
４３でプリンター名や設置場所などの設定値の変更指示を受け付け可能な状態とし、Ｓ１
１１へ進む。このとき、設置値の変更指示を受けつけた場合は、設定画面４３に反映させ
る。
【００４８】
　Ｓ１１１では、「リロード」ボタン４４が押下されたか否かを判定する。「リロード」
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ボタン４４が押下された場合は、Ｓ１１３へ進み、ロケーション設定のデータをロードし
て、Ｓ１０４へ戻る。すなわち、Ｓ１０４に戻って、ロケーション設定の設定画面４３の
再表示が行われて設置値が初期化された状態で表示される。一方、「リロード」ボタン４
４が押されていない場合は、Ｓ１１５へ進む。
【００４９】
　Ｓ１１５では、「ＯＫ」ボタン３５が押下されたか否かを判定する。Ｓ１１５で「ＯＫ
」ボタン３５が押下されない場合は、Ｓ１１１へ戻る。Ｓ１１５で「ＯＫ」ボタン３５が
押下された場合は、設定値を元に戻さず、設定値を反映させる処理を実行する（Ｓ１１６
）。例えば、情報処理装置のロケーションを設定したり、印刷処理部１８に印刷させる等
の各種の処理を実行させる。
【００５０】
　図示しないが、操作パネル２６の表示画面を閉じる等によりアプリケーションの終了指
示等を受けつけた場合は、リモート処理を終了する。
【００５１】
　本実施形態では、情報処理装置１０の操作を行う画面情報（ユーザーインターフェース
画面）を端末装置３０のウェブブラウザ２４に表示し操作する情報処理システムにおいて
、端末装置３０がスマートフォン系の端末かタブレット系の端末かに応じて、画面情報を
変更（選択）する。本実施形態では、データを再取得するためのリロードボタンを表示す
るタブレット用の画面情報か、リロードボタンを表示しないスマートフォン用の画面情報
のいずれかを選択し、操作パネル２６の表示領域に表示する。タブレット用の画面情報で
は、「リロード」ボタンを表示することにより、トップメニューの再表示によるデータの
再ロードを行うことができない表示画面においても、「リロード」ボタンを押下すること
により再ロードが可能となる。一方、スマートフォン系の端末では、リロードボタンの代
わりに戻るボタンを押下することにより、データが再ロードされる。すなわち、スマート
フォン用の画面情報では、「戻る」ボタンを表示し、戻るボタンの押下により、全てのデ
ータを再ロードし、端末装置３０がスマートフォン端末か否かの判断を経て、トップメニ
ューを表示する。これにより、スマートフォン系の端末とタブレット系の端末のように、
表示領域のサイズの異なる端末装置において、同等な機能を提供しつつ、ユーザの操作性
を向上させることができる。
【００５２】
　（実施形態２）
　本実施形態では、情報処理システム１の構成は実施形態１と同様であるので、重複する
説明は省略する。
【００５３】
　図５及び図６を用いて、本実施形態に係る表示制御方法について説明する。
図５は、本実施形態に係るスマートフォン系の端末用のユーザーインターフェース画面で
ある。図５に示すように、本実施形態に係るスマートフォン系端末用のユーザーインター
フェース画面では、まず、トップメニュー画面５１を表示する。トップメニュー画面５１
には、各種メニューと、ウェブマニュアルが表示される。各種メニューとして、例えば、
ロケーション設定、プリンタ情報、ユーティリティ、ファームウェアのアップデートを表
示する。ここで、ロケーション設定メニューを押下した場合は、実施形態１と同様である
ので説明を省略する。
【００５４】
　ユーティリティのメニュー画面５３へと移行する。また、ウェブマニュアルを押下する
と、図示しないマニュアル画面へと移行する。ユーティリティのメニュー画面５３には、
ユーティリティメニューと、戻るボタン５４が表示される。ユーティリティメニューとし
ては、例えば、ノズルチェックパターン印刷、クリーニング、強力クリーニング、ヘッド
位置調整、給紙ローラクリーニング、インクふき取りクリーニング、サイレント設定、省
電力設定、特殊設定、言語設定が挙げられる。ここでは、特殊設定メニュー５５を選択し
た場合について説明する。特殊設定メニュー５５を選択すると、特殊設定の設定画面５７
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へ遷移する。特殊設定の設定画面には、各種特殊設定と、ＯＫボタンと、「戻る」ボタン
５４と、「リロード」ボタン５６が表示される。ここで、各種特殊設定としては、例えば
、ロケーション設定、プリンタ情報、ユーティリティ、インク乾燥待ち時間が挙げられる
。ＯＫボタン３５を押下と、設定画面５７で指示された内容で特殊設定が設定される。「
戻る」ボタン５４を押下すると、ユーティリティメニュー画面に戻り、「リロード」ボタ
ン５６を押下すると、特殊設定に関する全てのデータがリロードされて初期設定に戻る。
【００５５】
　このように、スマートフォン系の端末のように表示領域の小さい端末装置では、選択を
繰り返すと階層が深くなる。本実施形態では、ユーザーインターフェース画面が所定の階
層以上となった場合に、「リロード」ボタンを表示することで、「戻る」ボタンによりデ
ータの再ロードを行うのではなく、リロードボタンによりリロードができるように構成す
る。本実施形態では、３階層目以上では、リロードボタンを表示するものとした。なお、
ここでは、特殊設定を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、他を選択
した場合も同様に、３階層目以上ではリロードボタンを表示する。
【００５６】
　ここで、図６を用いて、端末装置３０の処理について説明する。図６は、端末装置３０
のＣＰＵ２１が実行する処理のフローチャートである。
【００５７】
　まず、情報処理システムを起動する（Ｓ２００）と、端末装置３０は、情報処理装置１
０を操作する際にユーザーインターフェース画面の表示に必要な画面情報をウェブサーバ
１４からロードする（Ｓ２０１）。ここでロードする画面情報としては、ＨＴＭＬ、ＣＳ
Ｓ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）の情報処理装置１０側の設定値が挙げられる。
【００５８】
　次に、端末装置３０はスマートフォン系の端末かタブレット系の端末かを判定する（Ｓ
２０２）。本実施形態では、スマートフォン系の端末かタブレット系の端末のいずれかを
判定するものとしたが、これに限定されず、例えば、ＰＣを含めた３種類のいずれかで判
別してもよい。ここで、スマートフォン系の端末かタブレット系の端末か等の判定は、ユ
ーザーエージェントと呼ばれる端末装置を識別する文字列の中に特定の文字列が含まれる
か否かにより判定する。
【００５９】
　Ｓ２０２で、スマートフォン系の端末であると判別された場合は、スマートフォン用の
トップメニュー３１を表示する（Ｓ２０３）。そして、そのトップメニュー上でメニュー
が選択されたかを判定する（Ｓ２０５）。本実施形態では、ロケーション設定が選択され
たか否かを判定する。
【００６０】
　Ｓ２０２で、タブレット系の端末であると判定された場合は、タブレット端末用の処理
へ移行する（Ｓ２１７）。タブレット系の端末用の処理は、実施形態１のＳ１０４，Ｓ１
０９，Ｓ１１１，Ｓ１１３，Ｓ１１５，Ｓ１１６と同様であるので説明を省略する。
【００６１】
　Ｓ２０５では、スマートフォン用のトップメニュー画面５１上でメニューが選択された
か判定する。メニューが選択された場合は、１階層下の画面に遷移し（Ｓ２０４）、３階
層目以上であるか否かを判定する（Ｓ２０６）。３階層目以上であれば、リロードを表示
して（Ｓ２０７）、Ｓ２０９へ進む。３階層目未満であれば、リロードを表示せずに（Ｓ
２０８）、Ｓ２０９へ進む。トップメニュー画面５１においてユーティリティメニュー５
２が選択された場合は、リロードを表示せずにユーティリティメニュー画面５３に遷移す
る。
【００６２】
　Ｓ２０９では、表示画面においてメニューが選択されたか判定する（Ｓ２０９）。メニ
ューが選択された場合は１階層下の画面に遷移し（Ｓ２０４）、Ｓ２０６へ進む。メニュ
ーが選択されない場合はＳ２１０へ進む。



(13) JP 6168771 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

【００６３】
　Ｓ２１０では、リロードボタンが選択されたか否かを判定する。「リロード」ボタンが
選択された場合は、現在表示している画面の全てのデータがリロードされて初期設定に戻
り（Ｓ２１１）、Ｓ２０９へ戻る。リロードボタンが選択されない場合は、Ｓ２１２へ進
む。
【００６４】
　Ｓ２１２では、戻るボタンが選択されたか否かを判定する。戻るボタンが選択された場
合は、Ｓ２１３へ進み、戻るボタンが選択されない場合は、Ｓ２１４へ進む。
【００６５】
　Ｓ２１３では、現在が２階層目であるか否かを判定する。２階層目である場合は、Ｓ２
０１へ戻り、全てのデータをロードする。２階層目ではない場合は、１階層下の画面に遷
移し（Ｓ２１６）、Ｓ２０６へ戻る。
【００６６】
　Ｓ２１４では、「ＯＫ」ボタンが押下されたか否かを判定する。「ＯＫ」ボタンが押下
されない場合は、Ｓ２０９へ戻る。「ＯＫ」ボタンが押下された場合は、設定値を元に戻
さず、設定値を反映させる処理を実行する（Ｓ２１５）。
【００６７】
　なお、図示しないが、操作パネル２６の表示画面を閉じる等によりアプリケーションの
終了指示等を受けつけた場合は、リモート処理を終了する。
【００６８】
　本実施形態では、スマートフォン端末用のインタフェース画面において、３階層目以上
となった場合に、リロードボタンを表示するものとした。すなわち、端末装置３０がスマ
ートフォン系の端末であっても画面遷移が所定階層以上に深くなったらリロードボタンを
表示するものとした。これにより、１アクションで設定値を初期化することができ、スマ
ートフォン系の端末装置におけるユーザの操作性を向上させることができる。
【００６９】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明の基本的構成は上述したものに限定さ
れるものではない。例えば、実施形態２では、所定階層を３階層と規定し、３階層目以上
に深くなった場合に、「リロード」ボタンを表示するものとしたが、これに限定されるも
のではない。例えば、リロードボタンを表示する階層は、適宜設定することができ、ユー
ザの負荷等を考慮して適切な階層において表示するようにしてもよい。また、所定の階層
以上はすべて表示するのではなく、リロードが必要な設定画面のみに表示するようにして
もよい。
【００７０】
　なお、上述した実施形態では、端末装置３０の種類に応じた複数の画面情報を端末装置
３０に送信し、端末装置３０側において表示する画面情報を選択するようにしたが、これ
に限定されるものではない。例えば、情報処理装置１０側が端末装置３０のウェブブラウ
ザを確認して、複数の画面情報から端末装置３０に対応する画面情報を選択して、端末装
置３０に送信するようにしてもよい。
【００７１】
　上述した実施形態では、情報処理装置１０及び端末装置３０がネットワークを介して接
続する情報処理システムを例に挙げて本発明について説明したが、これに限定されるもの
ではない。例えば、情報処理装置と端末装置がローカルインターフェース経由で接続する
ものであってもよく、近距離無線通信により接続するものであってもよい。
【００７２】
　上述した実施形態は、以下の処理を実行することによっても実現される。すなわち、上
述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種
記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ
（ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。また、プログラム
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うにしてもよい。また、上記した処理の全てをソフトウェアで実現する必要はなく、処理
の一部または全部をＡＳＩＣ等のハードウェアで実現するようにしてもよい。また、ＣＰ
Ｕも１つのＣＰＵで全ての処理を行うものに限らず、複数のＣＰＵが適宜連携をしながら
処理を行うものとしてもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１　情報処理システム
　２　ネットワーク
　１０　情報処理装置
　１１，２１　ＣＰＵ
　１２，２２　ＲＯＭ
　１３，２３　ＲＡＭ
　１４　ウェブサーバ
　１５，２５　通信インタフェース部
　１６，２６　操作パネル
　１７　画面情報送信部
　１８　印刷処理部
　１９　読取処理部
　２０　ファックス処理部
　２４　ウェブブラウザ
　２７　画面情報要求部
　２８　動作状況判定部
　３１，５１　スマートフォン用のトップメニュー
　３２，４２　ロケーション設定メニュー
　３３，４３　ロケーション設定の設定画面
　３４，５４　「戻る」ボタン
　３５，４５　「ＯＫ」ボタン
　４１　タブレット用のトップメニュー
　４４，５６　「リロード」ボタン
　５２　ユーティリティメニュー
　５３　ユーティリティメニュー画面
　５５　特殊設定メニュー
　５７　特殊設定の設定画面
 



(15) JP 6168771 B2 2017.7.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 6168771 B2 2017.7.26

【図５】 【図６】



(17) JP 6168771 B2 2017.7.26

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/12     ３９２　        　　　　　

(56)参考文献  特開２０１２－０６８９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１８５１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０２１１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１７６２７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－００１２３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２４６８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１６５７８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１９５１６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２４４６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－４１１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／００７５６５８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

